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本要領は、「地域活力向上のための市町等総合交付金交付要綱」を補完し、募集に関する手続きを定めるも

のである。なお、本交付金事業は、令和８年度香川県当初予算の成立を前提とした停止条件付の事業であり、

本県の予算の成立をみなければ、いかなる効力も発生しないことに予め留意いただきたい。 

第１ 背景・目的 

（１）背景 

○ 本県では、少子化及び都市圏等への人口流出により、人口減少の基調に歯止めがかからない状況にある。

県推計人口は、1999 年の約 103 万人をピークに減少を続け、2025 年 6 月時点では 54 年ぶりに 91

万人を下回った。また、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計（2023 年推計）では、今後、人

口減少スピードが更に加速し、2040 年には、約 80 万人になると予想されている。 

○ 生産年齢人口の減少、県内消費額の減少による産業競争力の低下などから、地域の活力が低下してい

くことが予想され、将来的には県民の日常生活にも重大な影響を及ぼす懸念がある。 

○ このような中、本県では、「県民 100 万人計画」を掲げ、少子化対策や、県内就職の促進、企業立地の

一層の推進などに取り組んでいる。また、地域活力の向上を目指し、市町と連携した「地域づくり」にかかる

各種施策や、本県への転入者を増やし、人を呼び込む「移住・定住促進」による人口の社会増へ向けた取

組みを実施している。 

（２）趣旨・目的 

○ 県・市町が一層、緊密な連携を図り、多様化・複雑化する地域課題の解決に取り組むことで、持続的な

社会の構築及び未来へ向けた地域活力の向上を目指す。 

○ そこで、市町支援を目的とした「地域活力向上のための市町等総合交付金」を活用することにより、市町

等が実施する将来的な地域課題への対応施策等について、県が予算の範囲内で、総合的に市町を支援

することとする。 

 

予算額：102百万円 
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第２ 対象となる事業（要綱第２・３条関係） 

１ 交付金の交付対象となる事業は、次に掲げる全ての要件を満たす事業とする。 

（１）交付金の目的に合致していること。 

   ○ 将来的な地域課題への対応施策等の事業であること。 

   ○ 市町が今後の展望を描き、主体的に地域課題の解決に取り組む事業であること。 

   ○ 県と市町が連携・協働して事業を構築するとともに、事業着手後も、その円滑な執行及び改善に取り組む

ものであること。 

 

（２）事業の継続性や発展性が見込まれる、新規又は拡充事業であること。 

   ○ 「事業の継続性や発展性が見込まれる」とは、補助事業実施後も、継続が見込まれる事業や将来的に

質の向上・改良が見込まれる事業のことをいう。 

○ 「拡充事業」とは、従来の事業から質の向上や改良を図っている事業のことをいう。イベントの開催場所の

変更や収容人数の拡大のみの事業等は当該要件に該当しない。 

○ 地域課題解決を一層促進するため、新規事業のうち、下記いずれの要件も満たした事業については、補

助上限を増額して申請することができる。 

・ 長年に亘り、市町の課題として蓄積しているものの、根本的な解決に至っていない、又は手つかずのまま

となっている課題に対応する事業。 

・ 今後の地域課題解決のモデルとなる事業。 

  【参考】 地域課題事例 

分野 課題例（参考） 

商業 中心市街地の活性化，買物弱者支援 

交通 労働力不足による地域交通の維持・確保，高齢者の移動手段の確保 

観光 広域連携，総合的情報発信・ＰＲ 

販路（県産品等） 物流支援 

施設活用 合宿誘致×地域貢献活動による関係人口の拡大 

空き家 古民家活用 

学校 学校魅力向上，放課後課外活動，不登校対策 

高齢者 健康長寿の仕掛け（運動・講座） 

自治会 地域活性化協議会，コミュニティビジネス，孤独孤立対策 

鳥獣被害 被害軽減策 

（３）市町が認める地域団体等が事業実施主体の場合は、市町が補助要綱等を制定していること。 

   ○ 事業実施主体が、市町が認める地域団体等（第４に記載）の場合は、市町が地域団体等に補助する

ための補助要綱等を作成し、事業申請の際に県へ提出することとする。 

（４）市町が、今後の展望を描き、主体的に地域課題の解決に取り組むものであって、県（当課）と市町が

連携・協働して事業を構築するとともに、事業着手後も、その円滑な執行及び改善に取り組むものであ
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ること。 

   ○ 事業の申請にあたり、県と市町の事業構築体制にかかる説明を必要とする。 

 

   ○ 「県と市町が連携・協働して事業を構築」とは、県と市町が、地域課題の解決へ向けた事業の目標やプロセ

ス等を共有し、それぞれが緊密に業務に関わるものをいう。事業構築にあたり、単に情報の、収集や共有を行

うことや、申請書の体裁を整えたのみの事業等は、当該要件に該当しない。 

 

２ 次のいずれかに該当する事業は交付対象外とする。 

（１）特定の法人若しくは団体又は個人の利益を追求するための事業 

（２）宗教的活動及び政治的活動を目的とした事業 

（３）公序良俗に反する事業 

（４）国又は香川県の補助金等を活用している事業 

   ○ 「補助金等」とは、補助金、交付金、助成金などのことをいう。特別交付税の対象となる事業は交付対象

とする（例：ふるさとワーキングホリデー、地域おこし協力隊の活動など）。 

   ○ 国や県以外の助成金や地方債等の併用は、交付対象とする。 

※ 当該助成金における、他交付金等との併用の取り扱いを要確認。 

○ 上記財源を併用する場合、事業費から当該金額を差し引いて交付額を算出する。（第６に記載） 

（５）個人に対する補助等を行う事業（移住支援金、空き家改修交付金等） 

（６）ハード事業（機能向上に資する改修は交付対象とする。） 

 

第３ 交付対象者（要綱第４条関係） 

交付金の交付対象者は次に掲げる者とする。 

・ 市町 

・ 広域連合 

・ 一部事務組合 

・ 市町が主体となる団体（実行委員会等） 

 

第４ 交付事業の実施主体（要綱第５条、第６条関係） 

交付事業の実施主体は次に掲げる者とする。 

（１）直接交付事業者 ・・・ 交付対象者 

（２）間接交付事業者 ・・・ 市町が認める地域団体等 

・ 地域団体等とは、県内に拠点・事務所を設置し、県内で活動を行っている法人又は団体とする。 
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・ 団体とは、地域活力向上のために主体的に活動する、概ね５人以上で組織された団体とし、規約等により、

名称、目的、事業内容、代表者、構成員、拠点・事務所の所在地、事務処理及び会計処理の方法等が

定められているものとする。 

※ 第２の１（３）に規定するとおり、市町が地域団体等に対し、補助するための補助要綱等を制定してい

ること。 

 

 

第５ 交付対象経費（要綱第７条関係） 

交付対象経費は、直接交付事業者又は間接交付事業者が実施する交付事業に要する経費で知事が認めるも

のとする。 

＜対象経費の例＞ 

項目 対象経費 対象外経費 

報償費 ・ 講師、専門家等への謝金 等 

・ 事業実施主体構成員に対する謝金 

・ 法人又は個人への換金性の高い支

給品（賞金、商品券等） 

旅費 

・ 講師、専門家等の旅費 

・ 申請書に記載した視察・研修会等へ参加する

ための旅費 等 

・ 事業実施主体構成員のイベント・会

合時等の移動費用 

需用費   

 

消耗品費 

・ 事務用品 

・ 材料費 

・ 研修会等の資料・テキスト代 等 

 

食糧費  
対象外 

（講師・専門家等の食糧費含む） 
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印刷製本費 ・ チラシ、ポスター、写真の印刷費 等  

燃料費 ・ 補助事業の実施に必要な燃料費 等  

役務費   

 

通信運搬費 
・ 切手・はがき 

・ データサーバー利用料 等 
 

広告料 ・ 新聞・雑誌等の宣伝広告 等  

保険料 ・ イベント開催時の保険料 等  

手数料 

・ 各種申請手数料 

・ 交付事業に関する印紙税 

・ 交付事業の経費支払の為の振込手数料 等 

・ 不動産、車輛等購入に伴う手続きに

要する経費 

・ 市町から地域団体等へ補助金等を

支払う為の手数料 

委託料 ・ 必要かつ専門的な技術等を要するもの  

使用料及び賃

借料 

・ 会場使用料 

・ バス等の借上料 

・ 機材、器具等の借上料 等 

 

工事請負費 ・ 遊休施設の機能向上に資する改修 等 ・ 単なる修繕 

備品購入費  ・ 不動産、車輛等購入費 

負担金 ・ 研修会等の参加負担金 等 ・ 研修会に付随する懇親会等の費用 

 

第６ 交付率及び交付上限額（要綱第８条関係） 

交付金の額は、交付事業に係る交付対象経費に下表左欄の交付率を乗じて得た額とする。また、交付上限額を

下表右欄のとおりとする。 

 交付率 交付上限額 

新規事業 

（課題解決モデル） 

10 分の 10 以内 

（10 分の 10 以内） 

400 万円 

（2,000 万円） 

拡充事業 ２分の１以内 200 万円 

※ 算出された交付額に 1,000 円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。 

※ 第２の２（４）に掲げる収入やその他（寄付、協賛金及び利用料等）の収入がある場合は、事業費から

当該金額を差し引いて交付額を算出する。ただし、事業実施主体が地域団体等の場合、寄付、協賛金につ

いては、事業費から当該金額を差し引かず、収入に余剰が生じない範囲で交付額を算出する。 

※ 間接交付事業者が実施する交付事業において、➀市町が設ける補助金の補助額と、②本交付金の交付額

に差が生じる場合は、交付額を次のとおりとする。 

➀＞②であれば、②の範囲で県から市町へ交付 

➀＜②であれば、➀の範囲で県から市町へ交付 
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＜例１＞ 

A 市が実施する新規事業（10/10）に対し交付 

事業費：500 万円（全額交付対象，特別交付税措置率（0.5）） 

 

交付額：｛500 万円－（500 万円×0.5）｝×10/10＝250 万円 

※参考 特別交付税算定額（500 万円－交付額 250 万円）× 0.5 ＝ 125 万円 
 

＜例２＞ 

B 団体が実施する新規事業に対し交付 

事業費：200 万円（150 万円交付対象） 内 100 万円が寄付収入（交付対象に 50 万円、対象外

に 50 万円充当） 

 

交付額：150 万円 × 10/10 ＝ 150 万円 ただし、交付対象の内、収入が 50 万円あるので 

      150 万円－50 万円＝ 100 万円 
 

＜例３＞ 

C 団体が実施する拡充事業に対し交付 

※市が定める補助要綱では、補助率：10/10、補助上限額：100 万円となっている。 

事業費：100 万円（全額交付対象） 

 

交付額：100 万円 × １/２ ＝ 50 万円  

      県の交付額 50 万円と市の財源を組み合わせて、市から C 団体へ 100 万円補助 

 

第７ 申請手続（要綱第９条～第 12条関係） 

（１）申請 

○ 申請にあたり、当課に次の書類を提出すること。申請件数に上限はないため、複数の事業を申請する場

合は、事業ごとに申請書を作成すること。 

・ 交付申請書 【別記様式第１号】 

・ 事業計画書 【別記様式第１号別紙１】 

・ 事業収支予算書 【別記様式第１号別紙２】 

・ その他の書類 

▸ 事業の詳細が分かる書類（任意様式，事業構築体制が分かる書類含む） 

▸ 事業実施主体が協議会、実行委員会及び地域団体等の場合は、法人・団体の定款、規約 

▸ 事業実施主体が地域団体等の場合は、市町の補助金交付要綱等 

・ 申請事業一覧表 【別記様式第１号の２】 

※各市町における事業の優先順位をつけること。 

○ 申請書類は、第 10 の問合せ先へ、メールにより提出。 

○ 書類提出後、県において、審査を行い、交付決定を行うため、事業内容について、確認することがある。 
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（２）事前着手 

   ○ 交付事業の着手については、原則として、交付金の交付決定に基づき行わなければならない。ただし、交

付金の交付決定前に着手する必要がある場合には、事前着手届出書を提出し、知事が受理した場合は、

受理日から事業に着手することができるものとする。 【別記様式第２号】 

○ なお、事前届出書を知事が受理したが交付決定とならない場合があることに留意すること。また、交付決

定を受けるまでの期間に生じたあらゆる損失等を自らの責任とすることを了知した上で着手すること。 

（３）審査・交付決定 

○ 審査の結果については、申請者にメールで通知。なお、交付申請を行った場合でも、採択されない（交付

決定とならない）場合又は交付申請額以内で交付決定を行う場合があるため、留意すること。 

○ 県ホームページで交付決定となった事業について公表する。 

 

第８ スケジュール 

●一次募集 

申請書受付期間            ： ～ 令和８年２月 27 日（金）17 時 

審査                    ： 令和８年３月中下旬（県２月議会閉会後） 

交付決定                 ： 令和８年４月１日 

 

●二次募集 

   一次採択後において予算に余剰が生じ、至急対応すべき案件の場合に限り、別途対応する。 

 

第９ その他 

○ 要綱、申請書様式等の関係書類は、香川県ホームページからダウンロードできる。 

○ 本要領のほか、交付金の交付申請の手続き等については、地域活力向上のための市町等総合交付金交付

要綱の定めによるものとする。 

 

第10 提出・問合せ先 

香川県政策部自治振興課 

〒760-8570 香川県高松市番町四丁目 1-10 

T E L ： 087-832-3880 

ma i l ： jichisin@pref.kagawa.lg.jp 

（上記は課の代表メールアドレスですが、担当者の個人メールアドレスを推奨します。） 


